
船舶事故等調査報告書 

平成２１年５月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００８門第１６号 

事故等名 押船新東明丸運航阻害 

発生年月日時刻 平成２０年５月１１日１２時３０分ごろ 

発生場所 大分県津久見市長目地先所在の楠屋埼灯台から１６６°約1,６００ｍ 

（北緯３３°０６.６４′、東経１３１°５５.１１′付近） 

事故等調査の経過 調査の概要：平成２０年１０月１日門司・地方事故調査官が海難報告書を入手、８月２０

日、９月１９日、１２月１９日、平成２１年１月２３日、３月５日船舶借入人、機関

長、本船修理業者及び主機製造業者から修理請求書、検定協会の検査報告

書、主機製造業者作成のクランクピン焼損についての報告書並びに平成１９

年７月合入渠工事時の落成見積書及び検査日誌等を入手、平成２０年９月 

１９日、１２月１８日、平成２１年１月２０日、２２日、２６日、３月５日口述聴取 

原因関係者からの意見聴取：意見なし 

事実情報 

船種・船名・総トン数 

船舶番号（IMO 番号） 

船舶所有者等 

 

押船 新東明丸 １９９トン 

１２７９９４ 

東ソー物流株式会社（船舶借入人：コーウン・マリン株式会社） 

ディーゼル２基（合計２,３５３kW） 

船種・船名・総トン数 

船舶番号（IMO 番号） 

船舶所有者等 

 

 

 

乗組員等に関する情報 機関長 三級海技士（機関） 

 

負傷者 なし 

損傷 右舷主機のクランクピン及び同軸受に焼損並びにピストン及びシリンダライナに擦過痕

等 

事故等の経過 本船は、機関長ほか５人が乗り組み、空バージを押して主機回転数９３０rpm ほどで大分

県津久見市津久見港向け航行していた。 

本船は、機関長が入港準備のために主機燃料油をＣ重油からＡ重油に切り替えたとこ

ろ、右舷主機の排気温度が高くなったので回転数を毎分８００ほどまでに下げたが、平成

２０年５月１１日１２時３０分ごろ、右舷主機が潤滑油圧力低下により危急停止した。 

その後、本船は、左舷主機のみで運航を続け、翌１２日ドックに入渠した。 

分析 気象・海象の関与 なし 

乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 あり 

判明した事項の解析 以下の事項により、本船の右舷主機のクランクピンに残存した

カムウェアー（潤滑油穴付近に生じる段付き磨耗）が進行し、ク

ランクピン軸受が損傷した可能性があると考えられる。 

① 本事故数日前に行われた潤滑油こし器の清掃作業におい

て異物等の混入が認められていないこと 

② 平成１９年７月の定期修理（以下、「定期修理」という。）時に



潤滑油が新替されており、その後の管理状態にも問題がない

こと 

③ 主機潤滑油ポンプに異常が認められていないこと 

④ 損傷がクランクピン軸受部に集中していること 

⑤ 右舷主機で焼損に至らなかったクランクピンのカムウェアー

特有の変色が見られること 

⑥ 左舷主機のクランクピンにカムウェアーが認められたこと 

 

原因 本インシデントは、右舷主機のクランクピンにカムウェアーが残存していたため、磨耗が

進行してクランクピン軸受が焼損したことにより発生した可能性があると考えられる。 

クランクピンにカムウェアーが残存していたのは、定期修理時におけるカムウエアー修

正作業後の確認が適切に行われなかったことによる可能性があると考えられる。 

その他の事項 主機製造業者は、カムウェアーに関する情報を発出して注意喚起を求めていることか

ら、カムウェアーの修正作業に立会う際には、自らも修正後にカムウェアーの有無を確

認することが望ましい。 

 




